


 

 

さいたま市人事委員会規則第６号 

   さいたま市職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則 

 さいたま市職員の地域手当に関する規則（平成１９年さいたま市人事委員会規則第

６号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （支給地域） 

第２条 削除 第２条 職員給与条例第１２条第１項及び教職員給

与条例第１４条第１項の人事委員会規則で定める

地域は、さいたま市全域及び東京都千代田区とす

る。 

  

 （端数計算）  （端数計算） 

第３条 職員給与条例第１２条第２項若しくは第１

３条又は教職員給与条例第１４条第２項の規定に

よる地域手当の月額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた額をもって地域手当の

月額とする。職員給与条例第２３条（教職員給与

条例第２３条において準用する場合を含む。）、

第２７条第４項及び第５項（教職員給与条例第２

５条において準用する場合を含む。）並びに第３

０条第３項（教職員給与条例第２６条において準

用する場合を含む。）に規定する地域手当並びに

さいたま市職員の修学部分休業に関する条例（令

和３年さいたま市条例第３２号）第３条の規定に

より給与を減額して支給する場合の減じるべき額

の算出の基礎となる地域手当の月額に１円未満の

端数があるときも、同様とする。 

第３条 職員給与条例第１２条第２項若しくは第４ 

項若しくは第１３条又は教職員給与条例第１４条 

第２項若しくは第４項の規定による地域手当の月 

額に１円未満の端数があるときは、その端数を切 

り捨てた額をもって地域手当の月額とする。職員 

給与条例第２３条（教職員給与条例第２３条にお 

いて準用する場合を含む。）、第２７条第４項及 

び第５項（教職員給与条例第２５条において準用 

する場合を含む。）並びに第３０条第３項（教職 

員給与条例第２６条において準用する場合を含む。

）に規定する地域手当並びにさいたま市職員の修 

学部分休業に関する条例（令和３年さいたま市条 

例第３２号）第３条の規定により給与を減額して 

支給する場合の減じるべき額の算出の基礎となる 

地域手当の月額に１円未満の端数があるときも、 

同様とする。 

  

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


